
課題及び解決策と各主体との関係図 

水道事業者

指定給水装置工事事業者 需要者（消費者）

給水装置工事
申請

完成検査

工事依頼

施工

住宅新築時には

・需用者と指定工事事業者が直接やり
取りする機会は少ない。

・建設会社の下請け会社が住宅等建設
時に指定を受け、その後その地域で業
務を行わない ことにより生じる問題の
発生が見られる。

新築時における関係図

給水

建設会社

給水開始前申込

住宅建設依頼

④技術力確保

指定、確認、処分

⑤指定取消
の問題

⑥自己認証品

⑧お客様サービス

     

水道事業者

指定給水装置工事事業者 需要者（消費者）

給水装置工事

申請

完成検査

（修繕においては届
出の場合が多い）

工事依頼

施工

修繕・改造時における関係図

指定、確認、処分

修繕時には

・需用者と指定工事事業者が直接やり
取りをすることによるトラブルが発生。

・当初の建設にあたった業者が修繕工
事を行わないことがある。

・修繕工事、改造工事について無届で
行われている事例も見られる。

情報の提供①届出の不徹底

③指定工事事業
者に関するトラブ
ル

②指定工事事業者に
関する情報不足

⑧お客様サービス

②指定工事事業者に
関する情報不足

③指定工事事業者に
関するトラブル

④技術力確保

⑦多様化する給
水用具への対応

⑤指定取消
の問題

 

水道事業者

指定給水装置工事事業者 需要者（消費者）

給水装置工事

届出

完成検査

工事依頼

施工

３．情報公開

４．広報活動、情報提供

指定給水装置工事事業者が図る必要のある対策

１．技術向上のため研修等の機会確保

２．届出を徹底

受容者が図る必要のある対策

１．正しい情報（知識）の収集

課題に対する対策の関係図（まとめ案）

指定、処分
情報提供

工事依頼

建設会社

住宅建設依頼

水道事業者が図る必要のある対策

１．指定工事事業者に対する定期的
研修の実施

２．処分基準の整備

建設会社が図る必要のある対策

２．住宅建設時の情報提供

建設会社が図る必要のある対策

１．適切な技術力を持つ工事事業
者の選択
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